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 安産や良縁を願うお守りとして岐阜県飛騨地方で古くから作られてきた「さるぼぼ」人

形。その名を冠した「さるぼぼコイン」は、岐阜県の高山市、飛騨市、白川村に使用地域

が限定されたデジタル地域通貨である。 

我が国における地域通貨は、近年では2000年代初頭に一種のブームとなり数多くの通貨

が生まれたが、ほとんどが短命に終わり、2005年をピークに稼働数は漸減している。2010

年代半ばから再び活況を呈しつつあるが、その要因の一つは「デジタル化」であろう。最

近では、コロナ禍に対する経済活性化策としてデジタル地域通貨を利用しようとする自治

体も増えているという（高知県土佐清水市、東京都板橋区、奈良県天理市等）。 

様々な形態で発行されているデジタル地域通貨の中で、さるぼぼコインの特徴の一つは

地域金融機関が発行主体であることである。そのメリットとして「デジタル通貨フォーラ

ム」（企業や自治体等が参加する日本におけるデジタル通貨の実用性を検討する取組）の

「地域通貨分科会中間報告」では、通貨の発行が前払式支払手段ではなく金融機関による

為替取引と考えられるので資金決済法の制約を受けないこと、BtoCのみならずCtoCやBtoB

も網羅できる地域の決済インフラとなり得ること等が挙げられている。 

翻って地域金融機関の視点に立ったとき、発行のメリットはあるだろうか。さるぼぼコ

インの発行主体である飛騨信用組合の預金額について、コインの運用を開始した2017年以

前以後を比較すると、2016年に約2,340億円であった預金債権は2021年には約2,800億円と

約20％増加しており、そのうち当座預金は2016年の約19億円が2021年には約33億円と約

76％の顕著な増加を示している。さるぼぼコインの決済のために加盟店が口座を開設した

ことがその要因とも考えられる。当座預金には利息がつかないため、資金調達コスト低減

に資していると言えよう。また、令和３年の銀行法等改正により金融機関本体や子会社等

がデータ分析やマーケティング等の業務を営むことができるようになった。先述した自治

体による経済活性化策としてのデジタル通貨利用に際し、通貨流通に係るデータの分析に

よる政策効果の検証といった業務を受注することも考えられよう。すなわちデジタル地域

通貨の発行は、地域金融機関の収益基盤の強化に資する可能性があるのではないか。 

もとより地域通貨は地理的条件や運営を担う人材の確保など様々な要素がそろわなくて

は成功しないことは過去の経緯が示しており、また、地域金融機関を取り巻く厳しい環境

の様々な困難が解決できるような万能薬でもない。しかし、地域経済の発展という目的に

おいて地域通貨と地域金融機関の方向性は合致し、コミュニティの活性化という点におい

ても地域金融機関の持つネットワークは役立つであろう。条件が整うならば、地域金融機

関にとってデジタル地域通貨は挑戦しがいのあるフロンティアとなるのではないか。 

デジタル地域通貨と地域金融機関 

 

 

 

 

電波法及び放送法の一部を改正する法律案 

― 改正法の概要と国会における主な議論 ― 

 

 

遠藤 和宏 

（前総務委員会調査室） 

 

 

 

１．はじめに 

２．法律案提出の経緯 

（１）公共放送の在り方に関する検討と令和３年の放送法改正案提出 

（２）電波利用料制度等の見直し 

（３）放送事業者による外資規制違反の発覚と情報通信分野の外資規制の見直し 

（４）法律案の提出と成立 

３．改正法の主な内容と国会における主な議論 

（１）電波監理審議会の機能強化 

（２）携帯電話等の周波数の再割当制度の創設等 

（３）電波利用料制度の見直し 

（４）情報通信分野の外資規制の見直し 

（５）ＮＨＫ受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備等 

４．おわりに 

 

 

１．はじめに 

 第208回国会（常会）において、令和４年６月３日、「電波法及び放送法の一部を改正す

る法律案」（閣法第18号）は多数をもって可決・成立し、６月10日に公布された（令和４年

法律第63号）。同法律案は、ＮＨＫの制度改正の要望等を踏まえ令和３年の第204回国会（常

会）に提出された「放送法の一部を改正する法律案」（閣法第39号）が、総務省幹部の接待

事案や放送事業者の外資規制違反等を背景に第205回国会（臨時会）で審査未了・廃案とな

り、その後、外資規制の見直しや３年に１度の電波利用料制度の見直し等の内容を加え、

再提出されたものであり、その内容は多岐にわたる。そこで、本稿では、同法律案につい

て提出の経緯と内容を概観した後、国会における主な議論を紹介する。 
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２．法律案提出の経緯 

（１）公共放送の在り方に関する検討と令和３年の放送法改正案提出 

ア 「公共放送の在り方に関する検討分科会」における検討 

総務省は、近年の技術発展やブロードバンドの普及など視聴者を取り巻く環境変化等

を踏まえ、放送に関する諸課題について中長期的な展望も視野に入れつつ検討を行うた

め、平成27年11月より「放送を巡る諸課題に関する検討会」を開催している。 

同検討会は、令和２年４月、将来的な受信料制度の在り方など、これからの公共放送

の在り方についての検討が必要となっていることを踏まえ、「公共放送の在り方に関す

る検討分科会」（以下「検討分科会」という。）を設置した。 

同年10月の検討分科会では、ＮＨＫから、「①受信料還元に関する科目の設置」、「②中

間持株会社の設置」、「③受信設備の設置届出義務、未契約者氏名等（居住者情報）の照

会の導入」の制度改正が要望され、検討分科会は、これらの要望を中心に検討を進め、

令和３年１月に「公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめ」を公表した。 

同とりまとめでは、「①受信料還元に関する科目の設置」について、「一定水準を超え

る剰余金については、還元目的の「積立金」の勘定科目に計上し、次の中期経営計画1の

期間において受信料の引下げに充当することを義務付ける制度を導入することが適当」

であるとした。また、「②中間持株会社の設置」については、「中間持株会社制導入の効

果について、一定の具体化が図られたと認められる」とした上で2、仮に中間持株会社制

を導入する場合には、⑴潜脱的な出資に対する規律、⑵事後的な検証、⑶配当の在り方

について留意することが必要とし、中間持株会社の設置に肯定的な意見を示した。 

他方、「③受信設備の設置届出義務、未契約者氏名等（居住者情報）の照会の導入」に

ついては、いずれも「不適当」としたが、検討分科会における議論の中で、これらに代

えて「民事上の担保措置としての割増金」を法律に定めることの提案がなされ、この割

増金の導入については「有力な選択肢」であるとした。 

このほか、同とりまとめでは、（一社）日本民間放送連盟から要望があった「ＮＨＫと

民間放送事業者との連携」について、「ネットワークの維持・管理等に関する民間放送事

業者との協力の努力義務を導入し、二元体制の下でＮＨＫと民間放送事業者における連

携を促進することが適当」とした。 

イ 令和３年の放送法改正案提出と廃案 

以上の経緯の下、政府は、令和３年２月26日に「放送法の一部を改正する法律案」（閣

法第39号）を国会に提出した。しかしながら、同年１月以降、総務省幹部と事業者との

間で国家公務員倫理法令に抵触する会食等が行われたことが発覚するとともに、会食相

 
1 ＮＨＫは、令和３年１月、令和３年度から令和５年度までの３か年経営計画である「ＮＨＫ経営計画（2021-

2023年度）」を公表した。 
2 令和２年11月の案の段階では、中間持株会社の設置について、「現時点では、必ずしも国民・視聴者の観点か

ら、放送法改正を行う理由として十分なものとまでは言えず、ＮＨＫにおいては、引き続きその効果を分か

りやすく説明を行うことが求められる」と記載されるにとどまっていたが、同案に対する意見募集において

ＮＨＫより、中間持株会社の設置の効果について、①子会社の役員数の半減、管理部門の要員数の３割減、

②設置にかけたコスト以上の効果を出すことなどの更なる説明が行われた。 
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手を含む放送事業者の外資規制違反が明らかになった（後述）。こうした状況の下、武田

総務大臣（当時）は、同年５月の記者会見において、「法案を取り巻く事情に鑑みれば、

現実的に今国会での成立は難しくなってきている」3と発言し、同改正案は衆議院におい

て継続審査となり、同年10月の衆議院解散に伴い、審査未了・廃案となった。 

 

（２）電波利用料制度等の見直し 

電波法附則第14項では、政府は、少なくとも３年ごとに、電波利用料4制度の施行状況に

ついて電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。 

総務省は、令和４年度から令和６年度までにおける電波利用料制度の見直しに関して、

令和２年11月に「デジタル変革時代の電波政策懇談会」を設置し、今後の電波利用の将来

像に加え、デジタル変革時代の電波政策上の課題並びに電波有効利用に向けた新たな目標

設定及び実現方策について検討を行い、令和３年８月に報告書を取りまとめた。 

 

図表１ 報告書における主な項目と提言 

主な項目 主な提言の内容 

電波の有効利用の促進及

びモバイル市場における

公正競争の確保の関係 

■周波数の割当てに当たっては、公正競争の確保につながる取組を評価項目に盛り込み、

必要に応じて、新規参入を優遇する仕組みなどを導入することが適当 

周波数の再割当制度の

導入 

■特定基地局開設計画の認定の有効期間が終了した割当て済みの周波数について､例えば､電波

の有効利用が不十分であると認められる場合､競願が発生する場合などには､既存免許人の周

波数の使用期限を設定し､比較審査で周波数を再割当てする仕組みを導入することが必要 

周波数の再割当ての結

果、新たな認定開設者

に周波数が移行する場

合の移行期間及び円滑

な移行方法 

■新たな認定開設者への周波数の移行期間については､個別の案件ごとに設定する必要が

あり､また､早期の移行ニーズがあるのであれば､円滑な移行方法として終了促進措置を

活用することが適当 

■終了促進措置の協議が調わない場合には、電気通信紛争処理委員会にあっせん・仲裁を

申請できる仕組みを導入することが必要 

いわゆるプラチナバン

ドの扱い及び移動通信

事業者の役割 

■いわゆるプラチナバンドについても例外的な特別の扱いとするのではなく、どの周波数

帯にも適用する普遍的な再割当制度を整備 

■特定基地局を開設する携帯電話事業者（例えば、6GHz以下）は、特定基地局に係る周波

数の利用できる区域において、無線通信があまねく行われるよう無線局の開設に努める

ことが求められる 

電波の利用状況調査の

改善 

■電波の利用状況調査の評価に係る透明性・客観性を担保するため、第三者による評価に

ついて検討することが必要 

■携帯・全国ＢＷＡにおける各周波数の利用実態を把握するための評価指標として、「帯域

別トラヒック」を設けることを検討することが必要 

■携帯・全国ＢＷＡにおける電波の利用状況調査の結果と比較審査による周波数の再割当

てをリンクさせるためには､透明で客観的な基準を定め､絶対評価を導入することが必要 

電波利用料の使途 

■電波利用料を活用したBeyond 5Gに向けた研究開発や関係機関が行う研究開発の支援

を効率的に実施するなど、効果的な産学官連携の仕組みが必要 

■電波利用料の積極的な活用・拡大を求める意見があった一方で、むやみな拡大を避け免

許人の負担軽減に努めるべきとの意見もあったことから、電波利用共益事務の総費用（電

波利用料の総額）については、現在の規模（750億円）を維持することが適当 

電波利用料の料額算定 
■現在の料額算定の枠組みを維持しつつ、次期料額（令和４年度から令和６年度までを想

定）を算定することが適当 

（出所）総務省「デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書 概要」（令3.8）を基に筆者作成 

 
3 武田総務大臣閣議後記者会見の概要（令3.5.28付け総務省公表資料）<https://www.soumu.go.jp/menu_news

/kaiken/01koho01_02001029.html>。なお、本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は令和４年７

月10日である。 
4 電波利用料は､電波監視等の無線局全体の受益を目的として行う事務（電波利用共益事務）に要する費用につ

いて､その受益者である無線局免許人等が負担するものとされており、平成５年度から導入されている。 
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（３）放送事業者による外資規制違反の発覚と情報通信分野の外資規制の見直し 

ア 放送事業者による外資規制違反の発覚 

令和３年３月及び４月に（株）東北新社及び（株）フジ・メディア・ホールディング

ス（以下「ＦＭＨＤ」という。）による放送法の外資規制5に抵触する事案が発覚した6。 

（株）東北新社は、令和３年３月、同社が平成29年１月に衛星基幹放送事業者として

認定を受けた際、外資比率が20％（５分の１）以上であったことが判明したとして、総

務省に報告した。総務省は、本来なら認定そのものを受けられなかったという重大な瑕

疵があったとして、令和３年５月１日付けで、（株）東北新社メディアサービス（平成29

年10月に（株）東北新社より事業を承継）の当該認定を職権により取り消した7。 

また、認定放送持株会社8であるＦＭＨＤは､令和３年４月、平成24年９月末から平成

26年３月末にかけ､外資比率が20％（５分の１）以上となっていたことを公表した9。こ

れについて、総務省は、ＦＭＨＤが認定放送持株会社として認定を受けた時点（平成20

年９月）では外資規制に抵触しておらず、認定は適正であり、また、総務省がＦＭＨＤ

から外資規制違反に係る報告を受けた時点（平成26年12月）では取消事由が解消されて

いたとして、取消処分を行うことができないと判断し10、口頭で厳重注意を行っていた。 

イ 情報通信分野の外資規制の見直し 

総務省は､放送事業者等の外資規制違反が生じたことを踏まえ､令和３年６月より、外

資規制の実効性確保や在り方を検討するため､「情報通信分野における外資規制の在り

方に関する検討会」を開催し、令和４年１月に取りまとめを公表した。 

同取りまとめでは、今後の方向性として、①チェックの強化（審査の厳正化、適合性

チェックの法制度化、コミュニティ放送の外資規制の見直し）、②外資規制に不適合と

なった場合の手続の明確化、③審査体制の強化、④船舶及び航空機に開設する無線局に

係る外資規制の廃止等の内容が盛り込まれた。 

 
5 放送事業者に対しては、電波の有限希少性を理由とする自国民優先の考え方、放送の大きな社会的影響力、

事業の公共性などに鑑み、電波法及び放送法において外国人等による５分の１以上の議決権保有を制限する

外資規制が設けられている。 
6 総務省は、こうした状況を踏まえ、令和３年４月、全ての認定放送持株会社及び基幹放送事業者（580社）に

対し、外資規制の遵守状況について確認するよう要請し、同年10月に調査結果を公表した。この調査の結果、

過去に電波法及び放送法に定める外資規制に抵触していた事案が新たに３件認められたとして、総務省は、

当該事業者に対して、厳重注意及び再発防止の行政指導を行った（総務省報道発表資料（令3.10.1）

<https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_02000122.html>）。 
7 金子総務大臣は、この取消処分について、「当初の認定に重大な瑕疵があることを前提としたものであるた

め、法律の特別な根拠は必要なく、行政法の通説に基づき行ったもの」であると説明した（第208回国会参議

院本会議録第27号（令4.6.1））。 
8 認定放送持株会社制度は、総務大臣の認定を受けることにより、基幹放送事業について、持株会社によるグ

ループ経営を可能とする制度であり、平成19年の放送法改正により創設された。 
9 （株）フジ・メディア・ホールディングス報道発表資料（令3.4.5）<https://contents.xj-storage.jp/xco

ntents/46760/d1fa0ea6/5ca8/47a6/bb44/9c3ac098df2d/140120210405490160.pdf> 
10 金子総務大臣は、放送局の免許に係る外資規制について、「電波法においては、免許の取消処分を行おうと

する時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができない」と

する昭和56年の内閣法制局見解を引用し、「この電波法の整理は放送法の認定放送持ち株会社についても同

様に考えられるため、フジ・メディア・ホールディングスについて認定の取消処分を行うことができないと

判断したもの」であり、「このような判断については、総務省としては今でも妥当であると考えております。」

と説明した（第208回国会参議院本会議録第27号（令4.6.1））。 
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図表２ 情報通信分野における外資規制の在り方に関する取りまとめ（概要） 

（出所）総務省「情報通信分野における外資規制の在り方に関する取りまとめ（概要）」（令 4.1） 

 

（４）法律案の提出と成立 

以上の経緯の下、政府は令和４年２月４日、令和３年に審査未了・廃案となった放送法

改正案の内容を含む「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」（閣法第18号）を国会に

提出した。衆議院では、同法律案及び日本維新の会が提出した「情報通信行政の改革の推

進に関する法律案」（衆第26号）を一括して審議に付し、令和４年４月７日の本会議で趣旨

説明聴取・質疑の上、総務委員会において、４月12日に趣旨説明聴取、４月14日及び19日

に質疑、19日に採決が行われた。４月21日の本会議において、衆第26号は否決、閣法第18

号は多数をもって可決され、閣法第18号は参議院に送付された。参議院では、６月１日の

本会議で趣旨説明聴取・質疑の上、６月２日の総務委員会で趣旨説明聴取・質疑・採決が

行われ、６月３日の本会議において、多数をもって可決・成立し、６月10日に公布された

（令和４年法律第63号。以下「改正法」という。）。なお、衆参総務委員会において、閣法

第18号に対する附帯決議案が提出され、それぞれ多数をもって決定された（以下において

「附帯決議」とは、参議院総務委員会が付した附帯決議を指す。「４．おわりに」参照。）。 

改正法の施行期日は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしているが、一部の規定11を除き、情報通信分野の外資規制の見直

しに関する規定、還元目的積立金（後述）に関する規定等は、公布の日から起算して１年

を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしている。 

 

 

 
11 船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制の廃止や電波利用料の使途の追加などに係る規定については、

公布の日から施行することとされている。 
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３．改正法の主な内容と国会における主な議論 

（１）電波監理審議会の機能強化 

ア 改正法の主な内容 

  改正法では、これまで総務大臣が実施していた電波の利用状況調査の評価（以下「有

効利用評価」という。）について、技術の進展等に対応したより適切な評価を行うため、

広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審議会12が行うこととしている。 

  電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の

実施に必要な事項に関する方針を定め、公表することとしている。 

  さらに、電波監理審議会は、有効利用評価に関する事項に関し、総務大臣に対して必

要な勧告をすることができることとしており、総務大臣は、勧告に基づき講じた施策に

ついて電波監理審議会に報告しなければならないこととしている。 

イ 国会における主な議論 

 国会においては、電波監理審議会の機能強化の具体的内容について問われ、総務省は、

改正法では、有効利用評価を電波監理審議会が新たに行うこととしているため、「同審議

会が、電波に関する技術の発達や需要の動向など、幅広い観点から検討を行う必要があ

ることから、同審議会の下に専門の部会や特別委員を置くことができるよう、所要の政

令を整備し、体制の強化を図ってまいります。」と答弁した13、14。 

特別委員の人選に当たっては、「無線、ネットワークなどの電波に関する技術や法律な

どに知見を有する学識経験者５名程度に、幅広い分野から所属いただき、多角的に審議

いただくことを検討して」いるとし、その具体的な人選は、「本法案が成立した後、国会

での御議論等も踏まえ、検討してまいりたい」と答弁した15。 

また、電波監理審議会委員と企業とのつながりについて問われ、金子総務大臣は、「電

波法において、放送事業者、認定放送持ち株会社、電気通信事業者、無線設備の機器の

製造業者、販売業者などや、その役員は、本審議会の委員となることができないことと

されて」いるとし、「特別委員の人選についても、こうした法の規定を踏まえて、公平、

中立性がしっかりと確保できるよう検討してまいります。」と答弁した16。 

 特別委員の所掌範囲については、総務省は、「現時点において、有効利用評価以外を行

わせることは想定をしておりません。」と答弁した17。また、特別委員が実質的に電波監

理審議会委員としての権能を持つことになる懸念について問われ、総務省は、「中央省庁

等改革時の審議会等の整理におきまして、特別委員は原則として議決権は有しないこと

とされて」いるとし、「特別委員は電波監理審議会の委員とともに電波の有効利用評価を

 
12 電波法第99条の２に基づき総務省に設置されており、電波及び放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を

図り、電波法及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとされている。 
13 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号21頁（令4.4.19） 
14 電波法第99条の２の２では、電波監理審議会は委員５人をもって組織することとされ、また、第99条の３で

は、委員は公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院

の同意を得て、総務大臣が任命するとされているが、今回、これらの規定の改正は行われていない。 
15 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号21頁（令4.4.19） 
16 第208回国会参議院本会議録第27号（令4.6.1） 
17 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
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行う際に専門的な見地から意見を述べることはあり得ますけれども、特別委員が本審議

会で有効利用評価の決定を行うものではございません。」と答弁した18。 

 なお、附帯決議第１項では、政府は電波監理審議会について、「同審議会委員に技術的

知見を有する委員を多く任命するなど、実効性ある機能強化を図ること。」とされた。 

 

（２）携帯電話等の周波数の再割当制度の創設等 

ア 改正法の主な内容 

改正法では、携帯電話等の電気通信業務用基地局が使用している周波数について、①

電波監理審議会による有効利用評価の結果が総務省令で定める基準を満たさないとき、

②競願の申出を踏まえ、再割当審査の実施が必要と総務大臣が決定したとき、③電波の

公平かつ能率的な利用を確保するための携帯電話周波数等の再編を行うことが必要であ

るときに、再割当てができることとしている。 

 

図表３ 携帯電話等の周波数の再割当制度の概要 

    
         （出所）総務省「電波法及び放送法の一部を改正する法律案関係資料」 

 

総務大臣は、再割当てに係る特定基地局の開設指針19の制定20に当たっては、既存免許

人や競願の申出人に対し、意見の聴取を行うこととするとともに、必要があると認める

ときは、再割当てに係る開設指針の制定が既存免許人に及ぼす技術的・経済的な影響を

調査することができることとするほか、既存免許人や競願の申出人に対し、必要な事項

について報告を求めることができることとしている。 

また、周波数の円滑な移行を促進するため、新たに周波数の再割当てを受けた事業者

 
18 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
19 電波法第27条の12では、総務大臣は、携帯電話の基地局等、同一の者が相当数開設する必要がある無線局（特

定基地局）について、特定基地局の開設に関する指針を定めることができることとされている。また、同法

第27条の13では、特定基地局について、開設計画（基地局の整備計画）の認定を受けた事業者のみが一定期

間（原則５年間。改正法施行後は原則10年間）特定基地局の免許申請が可能となる制度が規定されている。 
20 改正法では、競願の申出を受けた場合においては、開設指針の制定の要否の決定を電波監理審議会へ諮問し

なければならないこととしている。このほか、携帯電話等の周波数の割当てに当たって、開設指針の記載事

項として、事業者ごとの割当て済みの周波数の幅等を勘案して、事業者ごとに申請可能な周波数の幅の上限

に関する事項など電波の公平な利用の確保に関する事項を追加することとしている。 
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において、既存免許人の移行費用等を負担する終了促進措置の活用を可能とするととも

に、事業者間の終了促進措置の協議が調わない場合、電気通信紛争処理委員会21へのあっ

せん・仲裁の申請を可能とすることとしている。 

さらに、周波数の割当てを受けた事業者が排他的に免許申請できる期間を５年から10

年に延長することとしている22。 

イ 国会における主な議論 

 国会においては、周波数の再割当てによる利用者への影響について問われ、金子総務

大臣は、「一般的に携帯電話事業者は複数の周波数帯を保有し、携帯電話の端末はそれら

の周波数帯に対応しているため、一つの周波数帯を返上しても直ちに利用者に大きな影

響が生じることはないと想定」した上で、「本法案では、既存の免許人に対して事前に十

分な意見聴取を行うとともに、周波数を移行する期間を適切に設定することとしており、

利用者への影響ができる限り生じないよう努めてまいります。」と答弁した23。 

 なお、附帯決議第２項では、「政府は、携帯電話等の周波数の再割当てに際しては、電

波の公平かつ能率的な利用を確保するとともに、現在周波数の割当てを受けている事業

者の移動通信システムの利用者に係る不利益も十分に考慮すること。」とされた。 

  また、電気通信紛争処理委員会のあっせん・仲裁にかかる期間について問われ、総務

省は、「紛争事案次第でございまして、一概に申し上げることは難しい面はございますが、

これまでのあっせん事案では、申請からあっせん成立までにおおむね３か月程度を要し

ている」と答弁した24。さらに、この仲裁は当事者双方の申請が必要であるが、片方から

の申請しかない場合の対応について問われ、総務省は、電気通信紛争処理委員会が、「も

う一方の当事者に対しまして当該申請があった旨の通知を行い、相当の期間を付して、

仲裁に同意するかどうかを書面で回答すべきことを求める」と答弁した25。 

 

（３）電波利用料制度の見直し 

ア 改正法の主な内容 

（ア）電波利用料の料額の改定 

 改正法では、電波利用料の料額について、現在の料額算定の枠組みを維持した上で、

令和４年度から令和６年度までにおける電波利用共益事務の総費用や無線局開設状況の

見込み等を勘案し、総務省が策定した算定方法26に従い料額を改定することとしている。 

 

 

 
21 電気通信事業法第144条に基づき総務省に設置されており、電気通信の分野において、通信・放送事業者間

の紛争解決のため、公正中立な立場からあっせん・仲裁などを行う専門的組織。 
22 改正法では、携帯電話等の特定基地局の開設計画の認定を受けた者は、計画に記載した設置場所以外の場所

にも、特定基地局の開設に努めなければならないこととしている。 
23 第208回国会参議院本会議録第27号（令4.6.1） 
24 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
25 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
26 総務省「電波利用料の見直しに係る料額算定の具体化方針」（令4.2.2）<https://www.soumu.go.jp/main_co

ntent/000791196.pdf> 
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図表４ 電波利用料の料額の改定概要 

注：広域使用電波※を使用する無線局は、①使用周波数幅＋②無線局数による複合的な料額を設定している。 

※ 広範囲の地域で同一の者による相当数開設される無線局が使用する周波数                                （出所）総務省資料 

 

（イ）電波利用料の使途の追加 

改正法では、電波利用料の使途について、知見や経験を有する外部の機関が主体となっ

て、民間企業・大学等への委託を通じて行うBeyond ５Ｇ（いわゆる６Ｇ）の実現等に向

けた研究開発に対して支援を行うことを可能とするため、「研究開発のための補助金の

交付」を追加することとしている。なお、本事業に要する経費として、総務省の令和４

年度予算では「Beyond５Ｇ研究開発促進事業」として100.0億円が計上されている。 

イ 国会における主な議論 

総務省は、電波利用料の使途を追加した趣旨について、「ビヨンド５Ｇの実現に当たり

ましては、現在十分に利用されていない、より高い周波数の電波の活用ですとか、既存

の電波の一層の有効利用を図る必要があることから、電波利用共益事務の一環として電

波利用料を充てることにより、無線、ネットワークの高度化等の研究開発に取り組むこ

ととした」と説明した27。 

他方、総務省は、今回追加した使途とは別に、「令和２年度３次補正予算でＮＩＣＴ28

に設置した基金により、電波利用技術に限らず、複数年にわたり、年度をまたいで弾力

的かつ柔軟に、ビヨンド５Ｇの要素技術を確立するための研究開発を実施するとともに、

一般財源による令和３年度補正予算により、光コアネットワーク技術の研究開発などに

取り組む」としており29、金子総務大臣は、「電波利用料と一般財源を適切に役割分担し

ながら、ビヨンド５Ｇの早期実現に向けて全力で取り組んでまいります。」とした30。 

 
27 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号14頁（令4.4.19） 
28 国立研究開発法人情報通信研究機構の略称。総務省が所管しており、情報通信分野を専門とする我が国唯一

の国立研究開発法人。 
29 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号14頁（令4.4.19） 
30 第208回国会参議院本会議録第27号（令4.6.1） 
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  なお、附帯決議第３項では、政府は、「電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑

み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、更なる適正化を図ること。」とされた。 

 

（４）情報通信分野の外資規制の見直し 

ア 改正法の主な内容 

（ア）外資規制の実効性を確保するための制度整備 

改正法では、情報通信分野における外資規制の実効性を確保する観点から、放送事業

者等において外資規制違反が生じないようにするため、基幹放送の業務の認定や無線局

の免許の申請書等における記載事項として、外資比率や外国人役員に関する事項を追加

することとしている31。また、申請のあった外資比率につき一定のいき値を超える変更が

あった場合等において、総務大臣への届出を義務化するとともに、外資規制の遵守のた

めに講じた措置（研修の実施や制度適用状況等）等を定期的に総務大臣へ報告させる仕

組みを創設することとしている。 

 

図表５ 外資規制の実効性を確保するための制度整備 

（出所）総務省「電波法及び放送法の一部を改正する法律案関係資料」 

 

（イ）外資規制違反時の是正措置 

  改正法では、総務大臣は、放送事業者等による外資規制違反があった場合、原則とし

て認定又は免許を取り消すことに変わりはないが、違反の状況及び受信者の利益に及ぼ

す影響等を勘案し、必要があると認めるときは期間を定めて違反の是正を求める制度を

整備する32こととしている。 

  なお、総務大臣は、外資規制違反があった場合、認定又は免許を取り消すか否かの決

定をしなければならず、この決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送

 
31 総務大臣は、放送法第175条に基づき、政令の定めるところにより、放送事業者等に対しその業務に関し資

料の提出を求めることができるが、従前はその提出資料について、外資規制に関する事項は定められていな

かった。また、総務省令等では、放送事業者等の認定等の申請に係る申請書等の様式が定められているが、

従前は外資比率が規制の範囲内であることが把握・検証可能な様式とされていなかった。このため、総務省

は令和３年12月に政省令改正を行い、株主名簿や有価証券報告書、又は戸籍抄本等の客観性を有する証拠書

類と照合すること等により、放送事業者等の申請等の内容が正しいことを客観的に把握できるようになった。 
32 当該制度は、現行法においても存在し、地上基幹放送事業者等が間接出資規制に違反した場合に適用の対象

となるが、改正法では、この対象に衛星基幹放送事業者や認定放送持株会社等を加えるとともに、間接出資

規制だけではなく、直接出資規制に違反した場合にも適用の対象とすることとされている。 
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事業者や免許人等の意見を聴取しなければならないこととしている。 

（ウ）外資規制の廃止又は緩和 

  改正法では、船舶又は航空機に開設する無線局について、現行法において、外国人等

が開設するものについてのみ外資規制の適用を除外しているところ、全ての船舶又は航

空機に開設する無線局について外資規制を廃止することとしている。 

  また、コミュニティ放送33については、外国の法人・団体等が直接占める議決権と間接

に占める議決権との合計が５分の１以上とならないようにする間接出資規制を廃止する

こととしている。 

イ 国会における主な議論 

  総務省は、外資規制違反時の是正措置を設けた趣旨について、「放送事業者などが十分

に注意していても違反が生じてしまう事態が例外的に想定し得るため」とし34、想定され

る具体例として、「例えば日本国籍を有していた株主が国籍を変更した場合に、その国籍

を変更したことについて放送事業者などへの通知を怠った場合」や名義書換拒否制度35

の適用対象となっていない非上場会社において議決権比率のコントロールが困難となる

場合などが考えられるとした36。 

  また、改正法は外資規制違反時の是正措置の適用に当たり、違反することとなった状

況や免許等を取り消すこと又は取り消さないことが受信者の利益に及ぼす影響等を勘案

するとしているが、総務省は、このうち、「取り消さないことが受信者の利益に及ぼす影

響については、議決権を保有する外国人等の意図、例えば、経済的利益の追求にあるの

か、事業者の経営判断への影響力の行使にあるのかといった意図を勘案する」とした37。 

  なお、取消しを猶予し、違反を是正するための期間について問われ、総務省は、「外資

規制違反の是正に必要な期間が違反した事業者の態様や違反の状況によって様々である

ことから、個別具体の事例に照らして判断されるべきもの」としつつ、具体例として、

「上場会社が株主名簿を更新するのにおおむね数か月要する」ことを挙げ、「このような

ほかの仕組みにおける、あるいは実態における期間なども参考」とする旨答弁した38。 

このほか、外資規制違反時の是正措置が悪用される懸念について問われ、金子総務大

臣は、改正法により外資規制違反を未然に防ぐための仕組みを導入するほか、外資規制

審査官を令和４年４月に新たに設置するなど外資規制のチェック機能をしっかり強化し

ていくとした上で、「是正措置の適用に当たっては、違反した状況を考慮することとして

おり、違反が生じた状況を詳細に把握し、故意がなかったかどうかを適切に判断するこ

 
33 コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域において、地域に密着した情報を提供するために、平成４年１

月に制度化されたＦＭ放送局であり、放送法上、基幹放送に位置付けられている。 
34 第208回国会衆議院総務委員会議録第12号２頁（令4.4.14） 
35 国際的な資本自由化の中で外国人等による株式取得により、放送事業者等が欠格事由に該当して認定等が取

り消されることによって視聴者への安定的な放送サービスの提供に支障が生じることのないよう、上場して

いる基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び認定放送持株会社について、外国人等の株式保有割合が一

定以上となった場合には、株主名簿への記載・記録を拒否できる制度。 
36 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
37 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号24頁（令4.4.19） 
38 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
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となどにより、本制度が悪用されることのないよう、しっかり運用して」いくとした39。 

  なお、附帯決議第６項では、「政府は、情報通信分野の外資規制については、経済安全

保障の観点からも重要であることに鑑み、外資規制の実効性が担保されるよう、審査手

続及び審査体制を整備すること。」とされた。 

 

（５）ＮＨＫ受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備等 

ア 改正法の主な内容 

（ア）受信料値下げのための還元目的積立金制度 

 改正法では、ＮＨＫに対し、剰余金を原資として受信料の値下げに充当する「還元目

的積立金」の制度を導入することとしている。具体的には、ＮＨＫの決算において、プ

ラスの事業収支差金が生じたときは、当該事業収支差金のうち、財政安定のために留保

する一定額（総務省令で上限を規定）を除いて、還元目的積立金として積み立てなけれ

ばならないこととしている。また、ある中期経営計画の期間中に積み立てられた還元目

的積立金は、原則として次の中期経営計画において受信料の値下げの原資に充てなけれ

ばならないこととしている。 

なお、改正法では、総務大臣の認可を受ければ還元目的積立金を還元以外の目的に取

り崩すことができることとされ、また、合理的な理由40がある場合には、還元目的積立金

による還元を行わない収支予算を作成することが可能とされている。 

 

図表６ 受信料値下げのための還元目的積立金制度 

（出所）総務省「電波法及び放送法の一部を改正する法律案関係資料」 

 

（イ）ＮＨＫの中間持株会社への出資に関する制度 

 改正法では、ＮＨＫとそのグループ会社の業務の効率化を図り、受信料を財源とする

費用の支出を抑制するため、ＮＨＫが総務大臣の認可を受けて出資することができる対

象に「関連事業持株会社」（中間持株会社）を追加することとしている。 

 中間持株会社への出資は、ＮＨＫ経営委員会41の議決事項とされ、また、総務大臣は、

出資の認可に当たり、電波監理審議会に諮問しなければならないこととされている。 

 ＮＨＫが中間持株会社への出資に係る認可を受け、又は受けようとするときは、当該

中間持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該中間持株会社の出資に

 
39 第208回国会参議院本会議録第27号（令4.6.1） 
40 具体例としては、「積み立てられた還元目的積立金の額を受信料の引下げの原資に充てたとしても、その額

が一契約当たり数円にしかならず、還元の効果が著しく低いものとなる場合」が挙げられている（第208回国

会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2））。 
41 放送法第28条に基づきＮＨＫに設置されており、ＮＨＫの経営に関する基本方針、内部統制に関する体制の

整備を始め、毎年度の予算・事業計画、番組編集の基本計画等を決定し、役員の職務の執行を監督する機関。 
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関する計画（関連事業出資計画）を作成し、総務大臣の認定を受けることができる。 

 総務大臣は、当該出資計画の認定に当たっては、電波監理審議会に諮問しなければな

らず、また、認定後、出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、そ

の認定を取り消すことができることとされている。 

 
図表７ ＮＨＫの中間持株会社への出資に関する制度 

（出所）総務省「電波法及び放送法の一部を改正する法律案関係資料」 

 

（ウ）受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度 

 改正法では、受信設備を設置したにもかかわらず、正当な理由なく受信契約の申込み

の期限までにＮＨＫとの受信契約の締結に応じないことにより受信料の支払を免れた者

について、契約を締結して受信料を支払っている者との間の不公平を是正するため、割

増金の制度を導入するとしている42。 

（エ）民放の責務遂行に対するＮＨＫの協力 

改正法では、ＮＨＫは、国内基幹放送（地上放送、衛星テレビジョン放送）を行うに

当たっては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者等が

①放送法第４条第２項（字幕番組・解説番組43を放送する努力義務）の責務にのっとり講

ずる措置、②放送法第92条（難視聴解消の努力義務）の責務にのっとり講ずる措置の円

滑な実施に協力するよう努めなければならないこととしている。 

なお、ＮＨＫの協力の具体例として、字幕放送・解説放送の技術・ノウハウの提供、

難視聴解消のための放送インフラの共同利用などが想定されている。 

（オ）基幹放送の業務等の休廃止の事前の公表制度44 

  改正法では、基幹放送事業者は、基幹放送の業務等を休廃止する場合に、総務省令で

定めるところにより、その旨をあらかじめ公表することとしている。総務省令では、公

表の時期や方法等について規定する予定とされている。なお、基幹放送を継続して休止

 
42 日本放送協会放送受信規約では、受信料の支払について不正があったとき等の割増金（受信料の２倍）につ

いて規定が置かれているが、これまでＮＨＫが割増金を適用した実績はない。 
43 解説番組とは、視覚に障害のある者のために、映像に関する説明（出演者の表情、情景描写など）を副音声

によるナレーションで伝える放送サービス。 
44 総務省は、基幹放送が突然休廃止された場合、影響が広い範囲に及ぶとともに、当該休廃止される基幹放送

を情報取得手段としている受信者にとって、それに代替する情報取得手段を検討する余裕が確保できないな

ど、不測の不利益を生じさせるおそれがあるとした上で、「基幹放送事業者の経理的基礎の定期的な確認等を

踏まえても担保し得ないような想定外の経営状況の急激な悪化が生じる場合もあり、このような放送を取り

巻く状況や基幹放送事業者の全体的な経営状況の悪化の現状を踏まえると、今後、その業務等の休廃止の事

態が生じた場合に備える必要がある」としている（総務省「規制の事前評価書（基幹放送事業者の基幹放送

の業務等の休止又は廃止の公表に関する制度の整備）」（令4.2.3）３頁<https://www.soumu.go.jp/main_con

tent/000791363.pdf>）。 
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しようとする時間が24時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合そ

の他総務省令で定める場合は、この限りでないこととしている。 

イ 国会における主な議論 

（ア）ＮＨＫが財政安定のために留保する額の水準 

  総務省は、ＮＨＫが財政安定のために留保する額の上限について定める総務省令の制

定に当たっては、「当然、パブリックコメントを行うなど、私どもの恣意で設けるのでは

なく、オープンな手続により、広く意見を聞きながら作っていく」とし、「きちんと対外

的に説明できる水準というものを規定していくつもりでございまして、ＮＨＫの財政の

安定という観点から、しっかりと検討してまいりたい」と答弁した45。 

  また、ＮＨＫは、財政安定のために留保する額の水準について、「地震等の災害リスク

が欧州に比べて高い事情があると勘案いたしますと、事業支出の10％以上の繰越金が必

要である」との従来からの考え方に変わりはないとした上で、財政安定のための繰越金 

46

について、「現在その規模は視聴者の皆様への還元を行うべきレベルに達している」と評

価した47。 

  なお、還元目的積立金の規模について問われた金子総務大臣は、「還元目的積立金の規

模は、令和５年度決算見込みなどを踏まえ、令和６年度のＮＨＫの収支予算から明らか

になるもの」であるため、「現時点において、その積立額やそれに基づく受信料負担の減

少額の見込みについてお示しすることは難しい」との認識を示した48。 

  なお、附帯決議第８項では、「政府は、協会の事業収支差金のうち財政安定のために留

保する金額の上限設定に際して、協会の財政安定と視聴者への還元を慎重に考慮し、明

確かつ適正な水準を設定すること。」とされた。 

（イ）中間持株会社を設置する目的と効果 

  ＮＨＫは、中間持株会社の設立の狙いを「ＮＨＫグループ全体の事業規模が縮小して

いく中で、スリムで強靱な体制をつくるために、傘下の各団体の人や金を把握し、スピー

ド感を持って改革を進めること」であると説明した49。また、その効果について、ＮＨＫ

は、これまでの合併による子会社の整理統合について、「各社間の給与を水準の高い方に

合わせるなど、効率化と逆行する面があったほか、合併手続に最低でも２、３年が必要

で、時間がかかり過ぎて」いたと評価した上で、中間持株会社の導入によって、「傘下の

子会社を一つの部門のような形で運営することにより、業務の集約、効率化を進め、統

合のように時間をかけずに、迅速に改革を進めていく」と答弁した50。また、中間持株会

社の傘下に入る子会社については、「最初の段階では、主に番組、コンテンツ関連の子会

社で５、６社を予定しており」、「この導入に伴って、傘下の子会社の役員数をおよそ半

 
45 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号５頁（令4.4.19） 
46 ＮＨＫは、大規模災害や物価の高騰など経済状況の急激な変化による事業収支の悪化に対応するほか、設備

投資の財源として、減価償却資金など、当年度の自己資金で賄えない場合などに充てるため、「財政安定のた

めの繰越金」を設けており、令和３年度ＮＨＫ決算（令和４年６月28日発表）では、2,231億円となっている。 
47 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
48 第208回国会参議院本会議録第27号（令4.6.1） 
49 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号８頁（令4.4.19） 
50 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号８頁（令4.4.19） 
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分に削減したり、管理部門の要員などを削減しようと思って」いるとし、さらに、「各社

間で業務が重複している部分がありますので、これを整理したり、子会社の連携によっ

て相乗効果、シナジー効果を生み出したい」と答弁した51。 

  なお、委託業務全体の規模については、「子会社、例えば５社ぐらいを例に取りますと、

売上げが1,200億円ぐらい今あるんですけれども、これについては、全体の委託の規模な

ども削減することで、１割から２割削減したい」と答弁した52。 

（ウ）割増金制度の具体的な運用方法 

 改正法では、割増金は、①不正な手段により受信料の支払を逃れた場合、②正当な理

由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合に課すとしているが、具体的にど

のような場合に課すのかについて問われ、総務省は、①については、「例えば、受信料の

免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届出をしないこと、あるいは、衛星系によ

るテレビジョン放送を受信することができる受信設備を設置し、衛星契約を締結するべ

きところであるところにもかかわらず、虚偽の通知をし、地上契約を締結することによ

り受信料の差額の支払いを逃れることなどが該当する」とし、②については、「例えば、

受信設備設置者が、事故又は病気等のやむを得ない事由がないにもかかわらず、受信契

約の申込みを期限までにすることがかなわなかった場合などが該当する」とした53。 

  また、総務省令で定めることとされている割増金の上限について、総務省は、「パブ

リックコメントを通じて国民の皆様の御意見を伺うなどしながら丁寧に検討」するとし、

「例えば鉄道など、ほかの公共料金において導入されている割増金の例が複数ございま

すので、そういったものを参考とさせていただきながら検討して」いくと答弁した54。 

  割増金の運用については、金子総務大臣は、「ＮＨＫにおいては、割増金制度をもって

一方的に支払を求めるのではなく、引き続き丁寧な説明に努めていただく必要がある」

とした55。また、ＮＨＫは、割増金の運用方法について、「国会での法改正の審議等も踏

まえ、会計や法律の専門家で構成している、会長の諮問機関であります、ＮＨＫ受信料

制度等検討専門委員会の知見も得ながら、今後検討を進めることとしたい」とした56。 

  また、割増金制度導入による効果について問われ、ＮＨＫは、「現時点で具体的にお示

しすることは難しい」としつつも、「未契約者からの自主的な受信契約の申出が促進され

るなど、受信料の公平負担に向けた一定の効果は期待できる」と答弁した57。 

  なお、附帯決議第８項では、「協会は、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増

金制度について、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得

ない場合にのみ割増金の徴収を行うこと。」とされた。 

 

 
51 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号８頁（令4.4.19） 
52 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号８頁（令4.4.19） 
53 第208回国会衆議院総務委員会議録第12号６～７頁（令4.4.14） 
54 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
55 第208回国会参議院本会議録第27号（令4.6.1） 
56 第208回国会衆議院総務委員会議録第13号11頁（令4.4.19） 
57 第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 
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４．おわりに  

 本法律案の採決に際し、参議院総務委員会は以下の附帯決議を可決した。総務省及びＮ

ＨＫは、国会論議での指摘及び附帯決議を踏まえ、改正法に基づく施策を着実に進めてい

くことが求められる。 

 

図表８ 参議院総務委員会における本法律案に対する附帯決議（令和４年６月２日） 

政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、政府は、総務大臣に代わり新たに電波の有効利用評価を行うこととなる電波監理審議会については、同

審議会委員に技術的知見を有する委員を多く任命するなど、実効性ある機能強化を図ること。 

二、政府は、携帯電話等の周波数の再割当てに際しては、電波の公平かつ能率的な利用を確保するとともに、

現在周波数の割当てを受けている事業者の移動通信システムの利用者に係る不利益も十分に考慮するこ

と。 

三、政府は、今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平等

に留意して、予算規模及び料額を決定すること。なお、当該決定に当たっては、議論の透明性を確保する

こと。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られる

よう、更なる適正化を図ること。 

四、政府は、電波利用料の料額の改定については、免許人等が負担の水準を予見できるよう、三年ごとに検

討することを原則とし、安易な電波利用料額の引上げは慎むこと。検討結果に基づいて所要の措置を講ず

る場合においても、料額が急激に増加することのないよう留意すること。 

五、政府は、電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財

源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用料共益事務への積極的な活用を図ること。 

六、政府は、情報通信分野の外資規制については、経済安全保障の観点からも重要であることに鑑み、外資

規制の実効性が担保されるよう、審査手続及び審査体制を整備すること。 

七、政府は、無線局の免許、放送事業者の認定等の業務の遂行に際しては、いやしくも行政がゆがめられた

との疑いを持たれないよう、公平・公正を旨とすること。 

八、政府は、協会の事業収支差金のうち財政安定のために留保する金額の上限設定に際して、協会の財政安

定と視聴者への還元を慎重に考慮し、明確かつ適正な水準を設定すること。 

  また、協会は、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について、まず受信契約について

の理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行うこと。 

九、協会は、中間持株会社の設置と並行して子会社の再編を進める際には、関係する職員の雇用等に留意す

ること。 

十、政府は、電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、電波・放送行政の運営について不断の見

直しを行うこと。 

十一、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、放送事業者の

番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。 

  右決議する。 

（出所）第208回国会参議院総務委員会会議録第10号（令4.6.2） 

 

（えんどう かずひろ） 




